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2020 年度（第 36 回）日本形成外科学会認定施設ならびに教育関連施設の年次報告提出方法をお知らせい

たします。以下ご確認のうえ，提出，申請してください。

日本専門医機構による新専門医制度下での研修が 2018 年度から稼働しました。施設の認定に関し新専門

医制度と旧制度が併存しておりましたが，混乱を避けるため 2020 年度を認定施設・教育関連施設制度の最

終年度とし，2021 年度から新制度（基幹施設，連携施設，連携候補施設，地域医療研修施設）に統一する

ことが理事会で決定いたしました。

つきましては次年度以降，新制度の研修プログラム内に属していない認定施設および教育関連施設は，可

能な限りいずれかのプログラム所属の連携施設，連携候補施設になっていただくか，「連携候補施設（プロ

グラム外）」として症例の年次報告のみ提出をお願いすることになりますのでご承知おきください。

また，プログラム義務年限前（2017 年度以前）の専攻医についても，2021 年度から「基幹施設」「連携施

設」に移行することになります。プログラム義務年限前（2017 年度以前）に研修開始した専攻医（「認定施

設・教育関連施設」制度下で研修を行っている専攻医）においては，2021 年度からの研修歴を下記のよう

にカウントしてください。

① 2021 年度からは「基幹施設」「連携施設」で研修を行う。ただし，2021 年以降の研修に関してはこれ

らの施設での研修は現制度の「認定施設での研修」扱いとする

②「連携候補施設」での研修は現制度の「教育関連施設」での研修として認める

③「地域医療研修施設」に関しては，専門医がいないため，短期間であっても現制度での研修として認め

られない

④新制度でプログラムに入っていない「教育関連施設美容外科」は「連携候補施設（プログラム外）」と

して認める

なお，今年新規に開設したため，今回学会の新規認定を必要とする施設や，専門医不在になり更新辞退を

必要とする施設もあるため，例年どおり新規認定や更新辞退に関する文章も掲載されていることを申し添え

ます。
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Ⅰ．認定施設ならびに教育関連施設の新規申請について
Ａ．認定施設ならびに教育関連施設の申請条件について

�．認定施設の申請（専門医制度細則第 32条参照）

認定施設の申請資格は次の各項全てを充足すること。

�）臨床研修病院である，またはそれに準ずる総合的な病院（300 床以上）である。

�）原則として形成外科を診療科として標榜している。

�）施設長が形成外科専門医である。

�）形成外科研修カリキュラムを有する。

�）カリキュラムを満たすに必要な形成外科病床を常時有する。

�）形成外科手術が，以下の 8項目のうち 5項目以上を含む内容であること。

ただし，病院に特殊性がある場合，5項目を充足しなくても，認定施設認定委員会の審査

を経て認定されることがある。

（�）外傷 （�）先天異常 （�）腫瘍 （�）瘢痕・瘢痕拘縮・ケロイド （�）難治性

潰瘍 （�）炎症・変性疾患 （�）美容（手術のみ）（	）その他（レーザー含む）

�）形成外科に関する教育研究活動（付記で示した実績点�点以上/年）を行っていること。

付記：専門医生涯教育委員会が認めた学会・研修会での発表�回を�点とする。

単著または筆頭著書による形成外科に関する論文（審査年度［2020 年�月〜12 月］

に刊行された論文）を�点とする。（掲載証明書は認めません）

なお，論文の掲載誌の条件は，年に�回以上発行されており，査読がある学術雑誌で，第


1発表者の所属施設がその施設名であること


。

（病院誌もこれに準じたもので，認定施設認定委員会の審査を受ける）

�）ａ）以下の�項目を充足すること。

�．入院手術数（手技数）または全麻手術数（手技数）の合計が年間 150 例以上であ

ること。

�．入院手術数（手技数）または全麻手術数（手技数）�例を係数 1.0，局麻手術数

（手技数）その他�例を係数 0.5 とした場合の合計が年間 200 以上となること。

ｂ）手術件数が 8項目中 9件以下の項目が 3項目以内であること。

�．教育関連施設の申請（専門医制度細則第 33条参照）

教育関連施設への申請は，上長となる認定施設が行う。

教育関連施設の申請資格は次の各項を充足すること。

�）形成外科専門医が常勤している。

�）形成外科に関する教育研究活動（付記で示した実績点�点以上/年）を行っていること。

付記：専門医生涯教育委員会が認めた学会・研修会での発表�回を�点とする。

単著または筆頭著書による形成外科に関する論文（審査年度［2020 年�月〜12 月］

に刊行された論文）を�点とする。（掲載証明書は認めません）

なお，論文の掲載誌の条件は，年に 2回以上発行されており，査読がある学術雑誌で，第


1発表者の所属施設がその施設名であること


。

（病院誌もこれに準じたもので，認定施設認定委員会の審査を受ける）

�）形成外科研修カリキュラムを有する。

�）以下の�項目を充足すること。

�．入院手術数（手技数）または全麻手術数（手技数）の合計が年間 80 例以上あること。

�．入院手術数（手技数）または全麻手術数（手技数）�例を係数 1.0，局麻手術数（手

技数）その他�例を係数 0.5 とした場合の合計が年間 130 以上となること。

−II−



�．教育関連美容外科施設の申請（専門医制度細則第 34条参照）

教育関連美容外科施設への申請は，上長となる認定施設が行う。

教育関連美容外科施設の申請資格は次の各項を充足すること。

�）親となる施設の所定の推薦状がある。

�）形成外科専門医が常勤している。

�）形成外科年間カリキュラムを有する。

�）形成外科に関する教育研究活動（付記で示した実績点�点以上/年）を行っていること。

付記：専門医生涯教育委員会が認めた学会・研修会での発表�回を�点とする。

単著または筆頭著書による形成外科に関する論文（審査年度［2020 年�月〜12 月］

に刊行された論文）を�点とする。（掲載証明書は認めません）

なお，論文の掲載誌の条件は，年に�回以上発行されており，査読がある学術雑誌で，第


1発表者の所属施設がその施設名であること


。

（病院誌もこれに準じたもので，認定施設認定委員会の審査を受ける）

�）以下の�項目のいずれかを充足すること。

�．入院手術数（手技数）または全麻手術数（手技数）の合計が年間 80 例以上あること。

�．入院手術数（手技数）または全麻手術数（手技数）�例を係数 1.0，局麻手術数（手

技数）その他�例を係数 0.5 とした場合の合計が年間 130 以上となること。

ただし，上記条件が整っていても認定されない，あるいは逆の場合がある。

※以下の施設等は特殊な認定施設とし，その研修期間を上限�年間認める。

①こども病院 ②がんセンター ③熱傷センター ④救命・救急センター ⑤手外科施設

※新たに設立された施設が新規として申請し，認定施設あるいは教育関連施設として認定され

た場合のみ，報告年度より研修施設として認められる。

※医育機関においては，少なくとも形成外科が独立した診療科として標榜されていることが必

要となります。たとえば，「皮膚科内形成外科診療班」などの，他科診療科内の形成外科診

療班の場合は承認されませんので，ご認識のうえ，新規申請を行ってください。他科内形成

外科診療班では，認定施設および教育関連施設の申請はできません。

なお，医育機関で形成外科が新設され，申請をする際は，独立していることが証明できる書

類（病院の組織図，売り上げ表など）を提出してください。

Ｂ．認定審査に必要な提出書類

上記申請条件に基づき，下記書類をご準備ください。

書類は下記リンクよりダウンロードしてご使用ください。

https://jsprs.or.jp/specialist/shorui/index.html

＊書類は A4 サイズに揃えてください。

�．新規申請書（新規−様式�）

�．申請責任者履歴書（新規−様式�）

�．�月�日〜12 月 31 日の形成外科に関する教育研究活動（新規−様式�）

（申請書とは別途で，学会発表は当該学術集会名，開催期日が判明する部分と，発表者の氏

名，所属（＝申請施設名）が判明できる部分（それぞれにアンダーラインを付加する）の証

明を，発表論文は別刷あるいは論文のコピーをお送りください。専門医生涯教育委員会が認

めた学会・研修会でない学術雑誌，病院誌の場合は，冊子�冊を同封してください）
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�．形成外科研修カリキュラム（新規−様式�）

�．年間の患者数及び手術件数（新規−様式�）

	．診療施設内容説明書（新規−様式	）

＊認定施設の申請においては「6-ⅰ病院全体について」「6-ⅱ形成外科について�」「6-ⅲ形

成外科について�」が必要になります。

�．推薦状（新規−様式�）＊教育関連（美容）のみ


＊様式�の手術件数報告書について，当学会で症例登録をお願いしているNCD（ナショナル・クリ

ニカル・データベース）を先行して利用している施設に関しては，NCDより様式�の報告書に準

じたデータの提出ができるシステムを配信しております。そちらを用いてのご提出の場合は「年

間の患者数及び手術件数（新規−様式�）」の提出は不要です。

Ｃ．審査料，提出期間について

�．審査料

認定施設，教育関連施設（教育関連美容含む）ともに 11,000円です。

審査料については郵便局の振込用紙を用いてご入金いただくか，下記口座へご入金ください。

＊郵便振替口座

加入者名（口座名称）：日本形成外科学会認定医認定委員会

口座番号：��−�−�����

＊銀行振込

ゆうちょ銀行／〇一九店（ゼロイチキュウ店）

名義：シャ）ニホンケイセイゲカガッカイ

日本形成外科学会認定医認定委員会

口座：（当座）�����

�．提出期間・宛先

書類提出期間は2021年1月1日（金）〜1月31日（日）＊消印有効です。

提出の宛先は下記のとおりです。

〒169-0072 東京都新宿区大久保 2-4-12 新宿ラムダックスビル�Ｆ

日本形成外科学会 認定施設認定委員会 宛

TEL：03-5287-6773

Ⅱ．認定施設ならびに教育関連施設の更新申請について
Ａ．認定施設ならびに教育関連施設の申請条件について

新規申請と同一ですので，新規申請の部分をご覧ください。

Ｂ．認定審査に必要な提出書類

上記申請条件に基づき，下記書類をご準備ください。

書類は下記リンクよりダウンロードしてご使用ください。

https://jsprs.or.jp/specialist/shorui/index.html

＊書類は A4 サイズに揃えてください。

�．更新申請書（更新−様式�）

�．年次報告書（更新−様式�）
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�．�月�日〜12 月 31 日の形成外科に関する教育研究活動（更新−様式�）

（申請書とは別途で，学会発表は当該学術集会名，開催期日が判明する部分と，発表者の氏

名，所属（＝申請施設名）が判明できる部分（それぞれにアンダーラインを付加する）の証

明を，発表論文は別刷あるいは論文のコピーをお送りください。専門医生涯教育委員会が認

めた学会・研修会でない学術雑誌，病院誌の場合は，冊子�冊を同封してください）

�．形成外科研修カリキュラム（更新−様式�）

�．年間の患者数及び手術件数（下記参照）

	．変更届（更新−様式�）

＊必要な場合のみ。前年申請時から変更がある場合は，すでに年内に事務局へご報告いただ

いている場合でもご提出をお願いします。

�．申請責任者履歴書（更新−様式�）＊申請責任者変更時のみ

＊手術件数報告書については，NCDより昨年までの報告書に準じたデータの提出ができるシステム

を配信いたします。

＊認定施設および教育関連施設は毎年�回年次報告書を提出する必要があります。更新資格は上記

「Ａ．認定施設ならびに教育関連施設の申請条件について」をご参照ください。

なお，教育関連施設が認定施設へ，あるいは認定施設が教育関連施設へ変更して申請する場合も


年次報告書は提出してください。


上記のような施設区分の変更を行う場合は，更新辞退を行っていただいた後，新区分にて新規申


請を行っていただく形になります。


＊下記事項について変更があった場合は，年次報告書とともに変更届を提出してください。

�）指導体制の変更

�）教育関連施設の変更

�）その他報告が必要とされる診療施設の内容の変更

（すでに年内に変更情報を事務局にご連絡いただいている場合でも，昨年更新時の情報と異

なる場合には必ずご提出ください）

Ｃ．審査料，提出期間について

�．審査料

認定施設，教育関連施設（教育関連美容含む）とも 10,000円です。

審査料については郵便局の振込用紙を用いてご入金いただくか，下記口座へご入金ください。

＊郵便振替口座

加入者名（口座名称）：日本形成外科学会認定医認定委員会

口座番号：��−�−�����

＊銀行振込

ゆうちょ銀行／〇一九店（ゼロイチキュウ店）

名義：シャ）ニホンケイセイゲカガッカイ

日本形成外科学会認定医認定委員会

口座：（当座）�����
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�．提出期間・宛先

書類提出期間は 2021年 1月 1日（金）〜1月 31日（日）＊消印有効です。

※必ず 1月 31日（日）までに NCDへの症例登録を完了させ，すべての症例を「承認


済

み」にした後にデータの送信を行ってくださいますようお願いします。


提出の宛先は下記のとおりです。

〒169-0072 東京都新宿区大久保 2-4-12 新宿ラムダックスビル�Ｆ

日本形成外科学会 認定施設認定委員会 宛

TEL：03-5287-6773

Ⅲ．認定施設ならびに教育関連施設の更新辞退について
Ａ．更新辞退に必要な提出書類

書類は下記リンクよりダウンロードしてご使用ください。

https://jsprs.or.jp/specialist/shorui/index.html

＊書類は A4 サイズに揃えてください。

�）更新辞退届（更新−共通 様式	）

�）年次報告書（更新−様式�）

�）年間の患者数及び手術件数（下記参照）

＊手術件数報告書については，NCDより昨年までの報告書に準じたデータの提出ができるシステム

を配信いたします。

＊認定施設および教育関連施設は毎年�回年次報告書を提出する必要があります。更新を辞退され

る場合においても上記書類は必ず事務局までご提出ください。

Ｂ．提出期間・宛先について

書類提出期間は 2021年1月1日（金）〜1月31日（日）＊消印有効です。

提出の宛先は下記のとおりです。

〒169-0072 東京都新宿区大久保 2-4-12 新宿ラムダックスビル�Ｆ

日本形成外科学会 認定施設認定委員会 宛

TEL：03-5287-6773
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Ⅳ．専門医生涯教育委員会が認めた学会，論文掲載誌の一覧を以下に記載します。

学会発表

日本形成外科学会 学術集会および

日本形成外科学会 基礎学術集会

国際形成外科学会

各地区形成外科学会 学術集会

国際熱傷学会

国際頭蓋顔面外科学会

国際美容外科学会

国際口蓋裂学会

国際マイクロサージャリー学会

国際手外科学会

その他の国際形成外科学会

（アジア太平洋地区，ヨーロッパ地区など）

各国の形成外科学会 総会

日韓形成外科学会

日中形成外科学会

各地区形成外科学会地方会（東京地方会等）

日本形成外科学会 学術講習会

日本口蓋裂学会

日本熱傷学会

日本頭蓋顎顔面外科学会

日本救急医学会

日本手外科学会

日本美容外科学会（JSAPS）

日本先天異常学会

日本マイクロサージャリー学会

日本職業・災害医学会

日本頭頸部癌学会

日本褥瘡学会

日本創傷治癒学会

日本頭蓋底外科学会

日本創傷外科学会

日本医学会総会

日本皮膚悪性腫瘍学会

日本臨床皮膚外科学会

日本形成外科手術手技学会

日本レーザー医学会

日本再生医療学会

日本乳房オンコプラスティックサージャリー学会

日本顔面神経学会

日本フットケア・足病医学会

論文・原著・著書掲載

日本形成外科学会会誌

雑誌：形成外科

関連学会誌

外国で発行の形成外科専門誌

その他の学術雑誌

関連著書（学術的なもの，医家向けのもの）

【備考】その他特に委員会が認めたものは略しますが，基準項目リストにある日本形成外科学会承認の関連

学会・研修会ならびに国際学会で，2020 年�月までに認められているものとします。その他特に委

員会が認めた関連学会・研修会ならびに国際学会は日本形成外科学会ホームページ（https://jsprs.

or.jp/specialist/shorui/doc/doc/reference_list.pdf）に掲載しています。

※年次報告書の内容については，企画調査委員会の資料となる場合があります。

認定施設認定委員会 委員

亀井 譲（委員長／中 部），朝戸 裕貴（担当理事／関 東）

木村 中（北･東），四ツ柳高敏（北･東），岡崎 睦（関 東），梶川 明義（関 東）

林 明照（関 東），水野 博司（関 東），奥本 隆行（中 部），今井 啓介（関 西）

桑原 理充（関 西），橋川 和信（関 西），稲川 喜一（中･四），中岡 啓喜（中･四）

上村 哲司（九･沖），門田 英輝（九･沖）

以上
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